
環境関連法規制等の動き 2011 年 9 月

法令情報
1.地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の

施行期日を定める政令 ＜政令第 255 号＞（2011.8.3.公布)
内閣は「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」

(平成22年法律第72号）附則第1条の規定に基づき、同法律の施行期日を平成23年10月1日と制定しました。

<参考>官報 http://kanpou.npb.go.jp/20110803/20110803g00169/pdf/20110803g001690012.pdf

生物多様性を保全するためには、全国的な取組に加え、地域に即した取組が重要です。この法律は、地

域における多様な主体が有機的に連携して行う、地域の特性に応じた生物多様性の保全のための活動を促

進するため、地域連携保全活動基本方針（主務大臣策定）及び地域連携保全活動計画（市町村作成）（含区

域、目標等）について定め、当該計画に基づく活動の実施については、自然公園法、森林法、都市緑地法

等の特例措置を講ずること等を内容とするもので、法律の要綱は下記に掲載されています。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14070

また、環境省では9月8日まで、地域における多様な主体の連携による生物の多様性のための促進等に関す

る法律に係る省令案についての意見を募集しています。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14111

一般情報
1.土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令他を受けて、

土壌汚染に係る適正な運用を行う際の指針となる下記ガイドの公表について
1)「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂版）」 (2011.8.2 環境省)
2)「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂版）」 (2011.8.5 環境省)
3)土壌汚染対策に係る「区域内措置優良化ガイドブック」策定 (2011.8.2 環境省)
先月の「環境関連法規制等の動き」法令情報2の、2011.7.8.に公布・施行された、平成23年環境省令第13

号・14号の土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令他（省令２件、告示２件）を受けて、環境省は土

壌汚染に係る適正な運用を行う際の指針となる、従来からある上記 1）～2) の「（それぞれに）関するガイ

ドライン(暫定版)」の内容を見直して「同（改訂版）」に、3)は新規に策定し、公表しました。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14080
<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14094
<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14081

この省令の概要、条文は下記に掲載されています。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13981

2.水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について（第 1 次答申案）」に対する
意見の募集について （2011.8.9.環境省)

先月の「環境関連法規制等の動き」法令情報1の、2011.6.22.に公布、1年以内に施行予定の水質汚濁防止

法の改正で追加された表記施設について、中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会が1次答申

案を取りまとめたので、環境省では9月7日まで意見を募集しています。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14116

3.「亜鉛に係る暫定排水基準（案）」に対する意見の募集ついて （2011.8.19.環境省)
平成18年環境省令第33号で、亜鉛の排水基準は強化（2mg/l）されましたが、対応困難な10業種について

は5年間の暫定排水基準（5mg/l）が設定されています。この適用期限を迎え、この10業種のうち7業種につい

ては2mg/lへ移行、残る3業種については現行の暫定排水基準値を5年延長する省令改正について、環境省では

12月11日より施行を予定しているので、9月20日まで意見を募集しています。

<参考>環境省ホームページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14128

以上


